
施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

― 100

－ － － － －

基準 目標

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

￣ 100

－ － － － －

基準 目標

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

￣ 100「別紙のとおり」

全国の自動車排出ガス測定局におけ
る大気汚染に係る環境基準達成率
（％）

1,994,000 2,377,000 （※記入は任意）

成長戦略（平成25年6月19日）

1
全国の一般環境大気測定局における
大気汚染に係る環境基準達成率（％）

実績値

繰り越し等（ｃ） -40,388 40,388 （※記入は任意）

合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 2,468,237 2,691,268 （※記入は任意）

執行額（千円）

2,131,905 1,922,725

補正予算(b) 175,640
施策の予算額・執行額等

区分 22年度 23年度 24年度 25年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（ａ） 2,508,625 2,475,240

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-8 ）

目標３－１　大気環境の保全（酸性雨・黄砂対策含む）

固定発生源及び自動車等からの排出ガスによる大気汚染に関し、大気汚染に係る環境基準等の達成状況の改善を図り、
大気環境を保全する。また、大気環境の状況をより的確に把握するため、酸性雨や黄砂等の広域大気汚染の影響を含む
人の健康の保護と生活環境の保全の基礎となる評価・監視体制の整備、科学的知見の充実等を進める。

大気汚染に係る環境基準達成率の向上及び酸性雨・黄砂等による被害の緩和を図り、大気環境の改善、保全を推進する。

「別紙のとおり」

年度ごとの目標値

2

「別紙のとおり」

3

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標値測定指標

大都市地域における自動車排出ガス
測定局における大気汚染に係る環境
基準達成率（％）

施策の進捗状況（実績）

100

－ － － － －

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

― 93.2 96.4 95.4 集計中 集計中 100

－ － － － －

「別紙のとおり」

年度ごとの目標値

4
ＥＡＮＥＴ分析精度管理目標達成率
（％）

実績値

年度ごとの目標値

基準達成率（％）



目標の達成状況

○全国の大気環境基準の達成状況については、おおむね改善又は高い達成
率で横ばいとなっており、各種の施策の成果が着実に現れているが、浮遊粒
子状物質については、黄砂の影響により、平成23年度の環境基準達成率は悪
化した（平成23年度達成率：一般局69.2%、自排局72.9%）。
○光化学オキシダントの環境基準達成率は依然として極めて低く、また、微小
粒子状物質（PM2.5）の環境基準達成率も低い状況である。
○ＥＡＮＥＴ分析精度管理目標達成率は改善傾向にあり、100%に近い達成状
況となっている。
○中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十
次答申）」（平成22年7月）等に基づき、自動車排出ガス専門委員会等におい
て、二輪自動車等の国際的な基準の動向を考慮した排出ガス低減対策、
ディーゼル重量車の排出ガス後処理装置の耐久性・信頼性確保のための措
置及びオフサイクルにおける排出ガス低減対策並びにディーゼル特殊自動車
の排出ガス低減対策についての検討を行い、それらについて、平成24年8月
に、中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第
十一次答申）」が答申された。
また、同答申において課題とされた乗用車等の排出ガス低減対策等について
同専門委員会等において検討を進めた。
○「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業については、中国、ベトナム
及びインドネシアを対象に、｢環境対策・測定技術｣､｢環境保全の規制体系｣､｢
人材｣などのパッケージ施策実現のためのモデル事業を核とした共同政策研
究等の協力事業に取り組むとともに、セミナーの開催、ウェブサイト拡充による
我が国の環境産業等やアジア各国への情報提供などを行った。
○アジアにおけるコベネフィット・アプローチ普及のため、多国間協力としてア
ジア・コベネフィット・パートナーシップの活動を支援し、また、二国間協力として
中国及びインドネシアにおいて協力を進め、事業実現可能性調査や共同研究
等を実施した。さらに、国際研究機関に対するコベネフィット研究支援を行っ
た。
○在日米軍施設・区域周辺環境保全対策として、水質については本土及び沖
縄県内の計13施設・区域において、大気については本土及び沖縄県内の計６
施設・区域において調査を実施した。
○新たな公害防止管理方策の調査検討と公害防止取組促進のための仕組み
づくりについて検討を行った。



学識経験を有する者の知見の
活用

・学識経験者を委員とする中央環境審議会大気環境部会石綿飛散防止専門委員会及び揮発性有機化合物排出抑制専門
委員会を開催し、審議いただいた。各専門委員会の報告及びそれを受けた中環審答申の内容を施策に反映させた。
・学識経験者を委員とする中央環境審議会大気環境部会自動車排出ガス専門委員会及び作業委員会並びにオフサイクル

施策に関する評価結果

目標期間終了時点の総括

○PM2.5及び光化学オキシダントについては環境基準の達成率が非常に低い
上に、越境大気汚染の影響も懸念されており、国民の関心も高いことから、今
後取組を強化していく。
○PM2.5及び光化学オキシダントについては、いずれも発生源が多種多様で
生成機構も複雑なため、現象の解明や対策の検討が容易ではないことから、
モニタリングの充実、発生源・生成機構の把握などを行うとともに、シミュレー
ションモデルの高度化を図り、越境大気汚染の寄与解明や効果的な対策の検
討に繋げていく。また、国際的な取組を通じた対策も併せて進めていく。
この他、酸性雨等の越境大気汚染や黄砂についても、「EANETの強化のため
の文書」や「環境協力に係る日中韓三カ国共同行動計画」等に基づいて国内
外の取組を進めていく。
○自動車NOx・PM法対策地域内の二酸化窒素の環境基準達成率は向上して
おり、また窒素酸化物、浮遊粒子状物質の年平均値も改善傾向にある。大都
市部を中心に未達成局が存在していることから、今後も自動車排出ガス対策
を推進する。
○中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十
一次答申）」が答申された。答申において今後の検討課題とされた事項につい
て引き続き検討を進めていく。
○「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業については、各二国間協力
事業に係る共同政策研究等を相手国政府との共同により着実に実施するとと
もに、我が国の環境産業等やアジア各国への情報提供などを行い、期待どお
りの成果が得られた。
○アジアにおけるコベネフィット・アプローチ普及のための多国間会合、二国間
協力によるセミナー/研修の実施、事業実現可能性調査及び共同研究の実
施、国際研究機関によるコベネフィット研究について、期待通りの成果が得ら
れた。引き続き国内の関係機関、企業の協力を得つつ、アジア各国でのコベネ
フィット型環境汚染対策の導入促進に努めていく。
○平成24年10月15日より中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門
委員会において、有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方についての議
論、マンガン及びその化合物に係る健康リスク評価に関する議論等に着手し
た。
○実効ある公害防止管理体制及び統合的な公害防止の在り方に関する海外
での先進事例についての整理と地域ぐるみの公害防止取組促進のための検
討を踏まえて、新たな公害防止管理方策について検討していく。

活用

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

担当部局名

における排出ガス低減対策検討会等を開催し、審議を行った。
・学識経験者を委員とする中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会を開催し、審議を行った。

・各年度 大気汚染状況報告書（環境省）
・越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画（環境省　平成14年3月策定・21年3月改訂）
・EANET分析機関間比較プロジェクト報告書（EANETネットワークセンター）

総務課
大気環境課
環境管理技術室
自動車環境対策課
水・大気環境国際協力推進室

作成責任者名

加藤　庸之
大森　豊緑
西本　俊幸
森下　哲
関谷　毅史

政策評価実施時期 平成25年6月



別紙 

 

①全国の一般環境大気測定局における大気汚染に係る環境基準達成率[％] 

   ア．二酸化いおう エ．二酸化窒素  キ．トリクロロエチレン    コ．微小粒子状物質（PM2.5）

   イ．一酸化炭素  オ．光化学オキシダント ク．テトラクロロエチレン 

   ウ．浮遊粒子状物質 カ．ベンゼン  ケ．ジクロロメタン 

        

②全国の自動車排出ガス測定局における大気汚染に係る環境基準達成率［％］ 

   ア．二酸化窒素(NO2)          ウ．光化学オキシダント    オ．一酸化炭素(CO) 

    イ．浮遊粒子状物質(SPM)      エ．二酸化いおう(SO2)    カ．微小粒子状物質（PM2.5） 

 

③大都市地域における自動車排出ガス測定局における大気汚染に係る環境基準達成率［％］ 

    ア．二酸化窒素(NO2)          イ．浮遊粒子状物質(SPM) 

年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 目標年 目標値 

 

①ア 99.8 99.6 99.7 99.6 調査中 - 100 

イ 100 100 100 100 調査中 - 100 

ウ 99.6 98.8 93.0 69.2 調査中 - 100 

エ 100 100 100 100 調査中 - 100 

オ 0.1 0.1 0 0.5 調査中 - 100 

カ 99.8 99.8 100 99.5 調査中 - 100 

キ 100 100 100 100 調査中 - 100 

ク 100 100 100 100 調査中 - 100 

ケ 100 100 100 100 調査中 - 100 

コ - - 32.4 27.6 調査中 - 100 

②ア 95.5 95.7 97.8 99.5 調査中 - 100 

イ 99.3 99.5 93.0 72.9 調査中 - 100 

ウ 0 0 0 0 調査中 - 100 

エ 100 100 100 100 調査中 - 100 

オ 100 100 100 100 調査中 - 100 

カ - - 8.3 29.4 調査中 - 100 

③ア 92 92.9 95.7 99.1 調査中 - 100 

イ 99.5 100 99.0 75.6 調査中 - 100 

 



施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ 80.5 81.4 81.6 85.4 調査中 100

－ － － － －

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ 89.8 90.6 91.3 91.8 調査中 100

－ － － － －

基準 目標

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ 76 0 74 5 78 0 77 7 調査中 100

施策の予算額・執行額等
予算の
状況

（千円）

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-9 ）

目標３－２　大気生活環境の保全

騒音・振動・悪臭公害を減少させるとともに、ヒートアイランド対策を講じることにより、大気生活環境を保全する。

区分 22年度

交通系騒音（自動車・航空機・新幹線鉄道）、一般環境騒音に係る環境基準達成率の向上、振動・臭気の改善及
びヒートアイランド対策を講じ良好な生活環境を保全する。

23年度 25年度

執行額（千円）

当初予算（ａ）

補正予算(b)

繰り越し等（ｃ）

合計（ａ＋ｂ＋ｃ）

267,277

267,277

168,000

166,888

166,888

167,000

112,224

（※記入は任意）

（※記入は任意）

（※記入は任意）

102,934

年度ごとの目標値

2

24年度

測定指標

1 騒音に係る環境基準達成率（％）

実績値

騒音に係る環境基準達成状況（道路に
面する地域）（％）

実績値

年度ごとの目標値

3
航空機騒音に係る環境基準達成状況
（測定地点ベース）（％）

施策の進捗状況（実績）

－ 76.0 74.5 78.0 77.7 調査中 100

－ － － － －

基準 目標

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ 43.1 47.3 51.7 59.3 調査中 100

－ － － － －

施策に関する評価結果

目標の達成状況

○騒音に係る環境基準の達成状況は、各年度での測定件数の違い等を考慮
する必要があるものの、報告された範囲では近年緩やかな改善傾向にある。
○自動車騒音に関する環境基準の達成状況の経年変化は、各年で評価の対
象としている住居等の違いを考慮する必要はあるものの、報告された範囲で
は近年緩やかな改善傾向にあり、道路に面する地域における環境基準の達成
状況は、91.8%となっている。
○航空機騒音及び新幹線鉄道騒音については、環境基準の達成に向けて継
続的に対策を講じており、環境基準達成状況は航空機騒音が77.7%、新幹線
鉄道騒音が59.3%であり、長期的には改善傾向にある。
○自動車単体対策について、中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減
対策のあり方について（中間答申）」（平成20年12月）に基づき、自動車単体騒
音専門委員会等において、二輪車の走行の実態、自動車やタイヤから発生す
る騒音の実態を調査するとともに、騒音の規制手法の抜本的見直しについて
検討を行い、それらについて、平成24年4月に、中央環境審議会「今後の自動
車単体騒音低減対策のあり方について（第二次答申）」が答申された。
また、同答申において今後の検討課題とされた四輪車の走行騒音規制の見
直し等について、同専門委員会等において検討を進めた。
○騒音・振動に係る苦情件数は近年横ばいであるが、建設作業に係る苦情が
増加していること、特に建設作業振動の苦情が全体の6割程度で近年推移し
ていること、交通機関からの騒音に係る苦情も、おおむね横ばいであることか
ら、今後とも必要な対策を図っていく必要がある。
○悪臭に係る苦情件数は８年連続で減少しているが、サービス業に係る苦情
件数の割合は増加傾向にあり、今後とも必要な施策強化等を図っていく必要
がある。
○ヒートアイランド対策については、関係府省が連携し、平成16年に策定した
ヒートアイランド対策大綱の見直しを行ったところであり、従来からの取組に加
え、適応策の推進について普及を図っていく必要がある。また、「ヒートアイラン
ド対策ガイドライン」を改訂し、対策の実施を推進する必要がある。

年度ごとの目標値

4
新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成
状況（測定地点ベース）（％）

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標値



学識経験を有する者の知見の
活用

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

担当部局名

学識経験者を委員とする中央環境審議会騒音振動部会自動車単体騒音専門委員会及び作業委員会並びにタイヤ単体騒
音低減対策検討会等を開催し、審議を行った。

各年度　騒音規制法施行状況調査（環境省）
各年度　振動規制法施行状況調査（環境省）
各年度　悪臭防止法施行状況調査（環境省）
各年度　自動車交通騒音実態調査報告（環境省）

目標期間終了時点の総括

○騒音については、従来の規制的手法と合わせて、騒音ラベリング等の情報
的手法のような規制以外の手法による騒音対策の推進を図った。また、風力
発電施設からの騒音・低周波音については測定・評価・予測方法の確立を目
指すとともに、低周波音の苦情に適切に対応するため、地方公共団体職員を
対象とした講習会を継続して開催した。今後も、講習会の開催などを通じて情
報提供を行う。
○中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について（第二
次答申）」が答申された。答申において今後の検討課題とされた事項について
引き続き検討を進めていく。
○悪臭については、苦情受付時の機動性向上を図り、簡易な嗅覚測定法を普
及促進した。今後もマニュアルの周知や講習会での情報提供により、普及促
進を図る。
○地方公共団体・民間事業者等の取組を支援しつつ、ヒートアイランド対策大
綱に基づいた対策を推進してきた。今後、モデル地区における効果的な適応
策導入に係る検討を行い、地方公共団体等に対して、普及促進を図る。

大気生活環境室
環境管理技術室
自動車環境対策課

作成責任者名
加藤　庸之
西本　俊幸
森下　哲

政策評価実施時期 平成25年6月



施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

99 99.1 98.9 98.9 調査中 100%

－ － － － －

基準 目標

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

87.4 87.6 87.8 88.2 調査中 100%

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-10 ）

目標３－３　水環境の保全（海洋環境の保全を含む）

水質汚濁に係る環境基準等の目標を設定して、その達成状況の改善を図るとともに、適切な地下水管理を推進して地盤沈
下の防止及び湧水の保全・復活を図る。海洋環境の保全に向けて国際的な連携の下、国内における廃棄物の海洋投棄の
規制や油及び有害液体物質による海洋汚染の防止、漂流漂着ごみ対策を図る。また、これらの施策と併せ環境保全上健全
な水循環の確保に向けた取組を推進し、水環境を保全する。

水質汚濁に係る環境基準等達成率の向上及び油流出事故の発生時における適切な対応や漂流漂着ごみ対策を図る。ま
た、環境保全上健全な水環境の確保に向けた取組を推進し、水環境を保全する。

施策の予算額・執行額等

区分 22年度 23年度 24年度 25年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（ａ） 2,168,684 2,201,043 2,399,531 2,454,493

補正予算(b) 218,384

繰り越し等（ｃ） （※記入は任意）

合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 2,168,684 2,419,427 （※記入は任意）

執行額（千円） 1,975,000 1,953,000 （※記入は任意）

1 健康項目基準達成率

実績値

年度ごとの目標値

2 生活環境項目（ＢＯＤ/ＣＯＤ）基準達成率

施策の進捗状況（実績）

年度ごとの目標値 － － － － －

基準 目標

年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 年度

－ 100%

－ － － － －

基準値 目標値

15年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 年度

384 259 278 208 集計中 集計中 250

－ － － － －

測定指標
年度ごとの目標値

3
閉鎖性海域における水質環境基準の
達成率（ＣＯＤ、全窒素、全りん）等

施策の進捗状況（実績）

「別紙のとおり」

年度ごとの目標値

4
陸上で発生した廃棄物の海洋投入処
分量（万トン）

実績値

年度ごとの目標値



目標の達成状況

○下層DO等の新規環境基準項目の検討、環境基準の類型指定の見直し、工
場・事業場からの排水実態の把握、暫定排水基準から一般排水基準への移行
等に向けた技術的な支援を行った。さらに、排水中の多様な化学物質の影響
を総体的に管理する新たな手法の検討のための調査を実施した。
○生活環境項目に関する水質環境基準の基準達成率は、全体では87.8%とな
り長期的にみると上昇傾向だが、湖沼においては顕著な改善が見られなかっ
た
○７次にわたる水質総量削減の実施により、東京湾等に流入する汚濁負荷量
は着実に削減。東京湾、伊勢湾及び大阪湾では、水環境改善に向けた一層の
取組が必要である一方で、大阪湾を除く瀬戸内海については、第６次から、現
在の水質を悪化させない取組を実施するよう対策の在り方が見直された。第７
次水質総量削減については、平成23年度に総量削減基本方針を策定し、それ
らを受けた都府県の総量削減計画が策定され、平成24年５月１日以降に新・増
設される特定施設からの特定排出水に対し、第７次総量規制基準が適用され
ている。
○有明海・八代海等総合調査評価委員会に、平成24年から生物・水産資源・
水環境問題検討作業小委員会及び海域再生対策小委員会を設置し、有明海・
八代海等の再生のために必要な調査を順次実施した。
○ロンドン条約1996年議定書の採択に伴って平成19年４月から導入された海
洋汚染防止法の廃棄物の海洋投入処分許可制度の適切な実施、日本周辺の
海域における水質、底質及び海洋生態系等を対象とした海洋モニタリング調査
による陸域起源及び海洋投入処分による海洋環境への影響の把握等を行うと
ともに、平成19年11月に施行された海洋汚染防止法の海底下ＣＣＳに係る許
可制度を適切に実施するため、環境影響評価やモニタリング等に関する手法
の高度化の検討を進めた。
○漂流・漂着ごみ対策については、平成21年７月に成立した海岸漂着物処理
推進法に基づく基本方針を踏まえ、各地域において地域計画の策定が進めら
れており、地域グリーンニューディール基金の活用等によって、各地域におけ
る回収・処理も行われているところ。国においても、漂流・漂着ゴミ国内削減方
策モデル調査等の調査結果等を踏まえ、海岸清掃事業マニュアルを作成する
など、適切かつ効率的な海岸漂着物の回収・処理手法の検討をすすめ、各自
治体に情報提供を行っている。
○水質汚濁防止法の改正による新たな制度、措置のフォローアップのため、施
設からの漏えいを検知する技術の情報をまとめた事例集、新たに届出対象と
なった有害物質貯蔵指定施設に該当するかや、構造基準中の同等以上の効
果を有する措置に関する自治体の判断事例に解説を加えた事例集及び解説
を作成し、ＨＰで公開した。
○アジア モンス ン地域における情報基盤整備及び人材育成を行う「アジア

施策に関する評価結果

○アジア・モンスーン地域における情報基盤整備及び人材育成を行う「アジア
水環境パートナーシップ事業(WEPA)」並びに中国の重要水域における水質汚
濁防止の協力を行う「日中水環境パートナーシップ事業」において、アジア地域
の水環境情報のデータベース構築、国際フォーラムを通した人材教育や中国
における水質汚濁防止の協力として分散型排水処理技術の導入に関するモデ
ル調査を行ってきたところ。特に中国では、水質汚染対策協力推進として、農
村地域等に適した水環境管理技術の導入実証モデル事業をこれまで８地区１
１箇所で実施し、中国国内に普及し水環境管理の向上に向けた協力に取り組
んだ。
○改正した「微生物によるバイオレメディエーション利用指針の解説」の普及に
努めたほか、大臣適合確認の実績を積んだ。



目標期間終了時点の総括

○下層DO等国民の実感にあった新たな環境基準設定のための検討を実施す
る必要がある。
○暫定排水基準から一般排水基準への移行等に向けて、排水処理技術開発
促進と事業者への普及を進めるほか、生物応答を利用した水環境管理手法の
活用を検討する必要がある。
○健全な水循環の確保のため、国と地域が連携を図りつつ、水環境の保全を
担う体制の確保を図り、効果的な水質汚濁の防止の取組が促進されるよう、引
き続き、研修等を通じた人材の育成等を行う必要がある。
○多くの湖沼において水質環境基準が達成されておらず、湖沼水質保全施策
をさらに推進する必要があることから、湖沼水質保全特別措置法に基づき、引
き続き工場・事業場、一般家庭等からの汚濁負荷削減を進めるとともに、流域
全体を視野におきつつ、農地、市街地等からの流出水対策等を行う。湖沼水
質保全計画による取組を促進するため、関係省庁と連携し、一層の湖沼水質
保全のための汚濁メカニズムのさらなる解明、自然浄化機能を活用した水環
境保全対策の検討等湖沼水質保全施策の推進を図る必要がある。
○アジアを中心に引き続き、国際協力体制の拡充及び政策立案者の能力向
上等を支援するなど、関係各国の水環境ガバナンス強化に向けた取組を推進
する。また、中国においては、引き続き地域条件の異なる農村地域等における
分散型排水処理施術の導入による適切な水環境管理に向けた協力に取り組
む必要がある。加えて、公募を通じて選定した民間事業者による実現可能性調
査(FS)や現地実証試験を支援し、国際的な水環境の保全に寄与する必要があ
る。
○関係都府県の総量削減計画に基づき、第７次水質総量削減を着実に実施し
ていく必要がある。また、発生負荷量調査等について今後も継続的に把握し、
総量削減の効果を的確に把握し、環境基準が達成されつつある海域において
も、適切な負荷量目標の設定を行う必要がある。
○陸上で発生した廃棄物の海洋投入処分量について、赤泥の海洋投入処分
量が減少し、期待どおりの成果が得られた。海底下ＣＣＳについては、目標期
間においては事例は無いが、経済産業省の実証実験に合わせて許可制度を
適切に実施するため、環境影響評価書の審査体制を適切に構築するよう進め
ていく。
○漂流・漂着ごみ対策に関しては、総じて期待通りの成果が得られた。平成24
年度補正予算で創設した基金（海岸漂着物地域対策推進事業）を適宜活用し
つつ、各地域において引き続き適切な海岸漂着物の回収・処理を実施していた
だくとともに、地方自治体やＮＧＯ等関係者間で連携し海岸漂着物等の発生源
対策をすすめ、各地域の漂流・漂着・海底ごみ問題の解決を図ることが必要と
なる。また、外国由来の漂着ごみについて、NOWPAP等の枠組も活用し、国際
的連携のもとで 引き続きその削減に努めていく必要がある

学識経験を有する者の知見の
活用

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

的連携のもとで、引き続きその削減に努めていく必要がある。
○水質汚濁防止法の改正による新たな制度、措置のフォローアップや施策の
充実を図ることにより、自治体・事業者による地下水汚染対策を推進し、地下
水汚染の未然防止を図る。
○微生物によるバイオレメディエーション事業においては、適合確認手続で必
要な指標及び基準の明確化等に関する調査検討が、「微生物によるバイオレメ
ディエーション利用指針の解説」の改正に結びついたほか、大臣適合確認も行
われ、期待どおりの成果が得られた。

・中央環境審議会「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係
る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について」の議論にあたり、学識経験者を委員とする中央環境審議会水
環境部会地下水汚染未然防止小委員会を平成23年７月より３回開催し、審議を行った。
・有明海・八代海等総合調査評価委員会に二つの小委員会を設置し有明海・八代海等の再生に向けた課題について順次
解明。
・平成24年12月及び平成25年２月に海岸漂着物対策について専門的な知見からの助言を得るために、海岸漂着物対策専
門家会議を開催した。
・学識経験者を委員とする「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会」を３回開催し、審議を行った。

・各年度 公共用水域水質測定結果（環境省）



担当部局名

環境管理技術室
水環境課

閉鎖性海域対策室
海洋環境室

地下水・地盤環境室

作成責任者名

西本　俊幸
宮崎　正信
名倉　良雄
坂本　幸彦
木村　英雄

政策評価実施時期 平成25年6月



4　閉鎖性海域における水質環境基準の達成率（ＣＯＤ、全窒素、全りん）等

基準値 目標値
年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－
72
97

77
98

81
97

79
93

調査中
100
100

－ － － － －
基準値 目標値
年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－
67
67

67
67

67
100

67
100

調査中
100
100

－ － － － －
基準値 目標値
年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－
74
50

68
83

63
67

68
100

調査中
100
100

－ － － － －
基準値 目標値
年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－
56
86

56
43

56
86

56
43

調査中
100
100

－ － － － －
基準値 目標値
年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

20 116/29/14  104/34/16 91/35/14 89/29/13 ○/60/16 －

－ － － － －
赤潮の発生件数（瀬戸内海）の平成24年度実績値（"○"と表記）は未発表（平成25年度内に公表予定）

瀬戸内海（大阪湾を除く）にお
ける水質環境基準の達成率

（％）
(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

大阪湾における水質環境基準
の達成率（％）

(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

東京湾における水質環境基準
の達成率（％）

(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

伊勢湾における水質環境基準
の達成率（％）

(上段：ＣＯＤ、下段：全窒素・全りん)

実績値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

実績値

実績値

赤潮の発生件数（瀬戸内海、有
明海、八代海の順）[件]

実績値

実績値

赤潮の発生件数（瀬戸内海）の平成24年度実績値（"○"と表記）は未発表（平成25年度内に公表予定）



施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ 84.5 86.7 86.7 87.3 集計中 －

－ － － － －

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ － － 71 86 － －

－ － － － －

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

400,000 266,092 （※記入は任意）

測定指標

1
農用地土壌汚染対策地域の指定解除
率（％）

実績値

年度ごとの目標値

繰り越し等（ｃ） （※記入は任意）

合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 531,855 415,548 （※記入は任意）

執行額（千円）

333,991 306,007

補正予算(b)
施策の予算額・執行額等

区分 22年度 23年度 24年度 25年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（ａ） 531,855 415,548

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-11）

目標３－４　土壌環境の保全

土壌汚染による環境リスクを適切に管理し、土壌環境を保全する。

市街地等土壌汚染対策として土壌汚染による人の健康被害の防止を目指し、土壌環境を保全する。
農用地について、土壌汚染の防止、除去等の必要な措置を講じ、人の健康を損なうおそれがある農作物等の生産等を防止
することで、国民の健康を保護する。
ダイオキシン類については、ダイオキシン類土壌汚染対策地域において対策事業を実施するとともに、水域経由でのばく露
リスク評価を実施する。

2
土壌汚染対策法に基づく要措置区域
における汚染の除去等の措置の実施
率（％）

実績値

年度ごとの目標値

ダイオキシン類土壌汚染対策地域の

実績値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ 100 100 100 100 100 －

－ － － － －

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ － － － － － －

－ － － － －年度ごとの目標値

目標の達成状況

○農用地土壌汚染対策地域については、平成23年度末までに6,577haが指定
されており、対策事業の実施等を経て、87%に当たる5,747haが地域指定を解
除された。（平成24年度の数値については、平成25年12月頃取りまとめ予定）
○土壌汚染対策法の運用状況、土壌汚染対策の実態を把握するための都道
府県・政令市への施行状況調査を実施した。要措置区域における汚染の除去
等の措置の実施率が86%(要措置区域指定数125件（累計）中、措置実施件数
108件（累計））また、指定調査機関の信頼性確保のための技術管理者試験を
実施した(平成24年度合格者311名、合格率10.2%）。
○ダイオキシン類土壌汚染対策地域については、これまでに指定された５地
域全てにおいて対策事業が完了するなど、対策が着実に実施されている。
○ダイオキシン類と有機化合物等との複合汚染の場合において、ダイオキシ
ン類の挙動を調べるため室内試験を行い、ダイオキシン類汚染土壌中に複合
汚染土壌が存在するとダイオキシン類は溶出しやすくなることが示唆された。

3

4
複合汚染時におけるダイオキシン類の
挙動調査

実績値

ダイオキシン類土壌汚染対策地域の
対策完了率（％）

年度ごとの目標値
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各年度　農用地土壌汚染防止法の施行状況（環境省）
各年度　土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果（環境省）
各年度　土壌汚染調査・対策手法検討調査業務（環境省）
各年度　ダイオキシン類対策特別措置法施行状況（環境省）

土壌環境課 作成責任者名 加藤　庸之 政策評価実施時期 平成25年6月

施策に関する評価結果

目標期間終了時点の総括

○農用地土壌汚染対策地域の指定解除率については変化がなかったもの
の、実際の解除面積については毎年度拡大していることから、当該施策につ
いては、期待どおりの成果が得られた。
また、今後は農用地土壌の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農
作物が生産されることを防止するため、必要に応じて対象となる有害物質や農
用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しを行う。
○施行状況調査の結果、要措置区域における汚染の除去等の措置の実施率
は大きく増加し、平成23年７月の土壌汚染対策法施行規則の改正等の法の適
切な運用により期待どおりの成果が得られた。
また、今後は水、地下水に関する環境基準等の改正を踏まえ、未規制物質の
土壌環境基準等の項目の追加、見直しを行う。
○ダイオキシン類汚染土壌中に複合汚染土壌が存在すると、ダイオキシン類
は溶出しやすくなることが示唆され、期待どおりの成果が得られた。
今後は、再現性を確認し、より確かな結果にする必要がある。



施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

２２年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 当面の間

315～343 215～223 158～161 158～160 139 集計中 176

－ － 315～343

基準 目標

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

大気100
公共用水域

水質98.4
公共用水域

底質99.6
地下水質

100
土壌100

大気100
公共用水域

水質98.8
公共用水域

底質99.5
地下水質

100
土壌100

大気100
公共用水域

水質98.4
公共用水域

底質99.5
地下水質

100
土壌100

大気100
公共用水域

水質98.2
公共用水域

底質99.8
地下水質

100
土壌100

集計中 100

183,566 166,560

補正予算(b)

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-13 ）

目標３－５　ダイオキシン類・農薬対策

ダイオキシン類について、総排出総量を削減し、環境基準の達成率をできる限り100%に近づける。また、農薬について水産
動植物の被害防止に係る新たな農薬登録保留基準を速やかに設定する。

ダイオキシン類について、新たな排出削減計画に規定する排出目標量（当面の間、改善した環境を悪化させないことを原則
に、可能な限り排出量を削減する努力を継続する）の達成状況を確認・遵守する。全ての地点で環境基準を達成する。農薬
について、農薬登録保留基準を速やかに設定するとともに、農薬の環境リスクの新たな評価・管理手法の開発を行う。

施策の予算額・執行額等

区分 22年度 23年度 24年度 25年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（ａ） 254,471 198,705

繰り越し等（ｃ）

合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 254,471 198,705 183,566

執行額（千円） 216,000 296,543 221,320

※23年度以降は目標設定対象が変更

1 ダイオキシン類排出総量（g-TEQ/年）

実績値

年度ごとの目標値

2
ダイオキシン類に係る環境基準達成率
（％）

施策の進捗状況（実績）

測定指標

－ － － － －

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ３０年度

58 103 135 196 261 543

－ － － － －

年度ごとの目標値

3
新たな水産動植物の被害防止に係る
登録保留基準の設定農薬数（累計）

実績値

施策に関する評価結果

目標の達成状況

○平成23年のダイオキシン類排出量は、総量及び事業分野別排出量とも、当
面の間の目標量を下回っており、削減目標の達成が確認された。また、平成
23年の全国の環境調査結果では、大気・土壌・地下水は100%、その他も概ね
環境基準を達成している。これらの状況を踏まえ、平成24年8月にダイオキシ
ン類削減計画の改定を行った。
○農薬については、平成24年度に水産動植物の被害防止に係る登録保留基
準を新たに36農薬について設定し、また、29農薬について基準値設定不要と
評価した。累計では261農薬を評価している。

目標期間終了時点の総括

○ダイオキシン類については、国内排出量及び環境の汚染状況において改善
が図られており、これまでのダイオキシン類対策により期待以上の成果が得ら
れたと考えられるが、今後も、改善した環境を悪化させないことを原則に、可能
な限り排出量を削減する努力を継続するともに、水質、底質等の環境基準
100%達成に向けた取組が課題である。
○平成19年5月にストックホルム条約(POPs 条約）の第3回締約国会議
（COP3）で採択された、利用可能な最良の技術（BAT)及び環境のための最良
の慣行（BEP）についての指針の改訂作業が24年度から開始されたことから、
引き続き我が国における発生源情報や対策手法に関する情報提供等を行い、
今後の各国の施策検討に資する。
○臭素系ダイオキシン類については、引き続きその排出実態等の把握、イン
ベントリの充実に努め、国際的な動向に関する情報収集を進め、POPs条約
COP５で決議された作業プログラムに応じた情報提供等を行い、臭素系難燃
剤等の廃絶プログラムへの協力を進める。
○農薬登録保留基準は、農薬製造者等からの申請を受けて、設定するもので
あり、年度ごとに申請件数の変動があるものの、申請受付後速やかに処理し
てきた。引き続き、登録保留基準を速やかに設定する。

年度ごとの目標値
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・ダイオキシン類環境情報等調査検討会において、ダイオキシン類汚染の現状等の評価および、次期削減計画の削減目標
等に係る検討を実施し（H22～23年度）、削減計画の改定を行った（平成24年8月）。
・臭素系ダイオキシン類に関する総括のためのワークショップを開催　有識者による臭素系ダイオキシン類の汚染の現状に
ついての評価と今後の課題等について討議を実施。（H23年度）
・学識経験者を委員とする中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会を開催し、審議を行った。

各年度　ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）
各年度　ダイオキシン類に係る環境調査結果

ダイオキシン対策室
農薬環境管理室

作成責任者名
加藤　庸之
更田　真一郎

政策評価実施時期 平成25年6月



施策名

施策の概要

達成すべき目標

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な
もの）

基準値 目標値

年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 年度

－ － － － 99.2 99.6 100

－ － － － －

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

（環境省24-14 ）

目標３－６　東日本大震災への対応（環境モニタリング調査）

被災地周辺の基礎的な情報等を的確に把握、提供するための環境モニタリング調査等を実施する。また、アスベストの大
気濃度調査を踏まえ、更なるアスベストの飛散・ばく露防止対策を推進する。

被災地周辺の環境に関する基礎的な情報等を的確に把握し、情報を国民に提供することで、国民の不安解消と復旧復興に資

区分 22年度 23年度 24年度 25年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（ａ） 1,402,360 1,122,196

補正予算(b) 588,657

繰り越し等（ｃ） -129,850 129,850

合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 458,807 （※記入は任意）

執行額（千円） 318,000 （※記入は任意）

測定指標
1

アスベスト大気濃度暫定基準値
（10[f/l]）達成率（％）

実績値

年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等

目標の達成状況

○東日本大震災の被災地周辺において水環境（河川、湖沼・水源地、海域、
地下水）における放射性物質のモニタリングを実施した。
○洋上漂流物については、その漂流経路等に係るシミュレーションを実施し、
関係国等へ適切な情報提供を行った。
○東日本大震災の被災地での環境大気中のアスベスト濃度について、暫定基
準値を99%以上達成している。
○東日本大震災の被災地沿岸域における有害化学物質等のモニタリング調
査を実施し 結果を公表した （水質：20物質・20地点 底質：20物質・20地点

学識経験を有する者の知見の
活用

政策評価を行う過程において
使用した資料その他の情報

担当部局名

施策に関する評価結果

査を実施し、結果を公表した。（水質：20物質・20地点、底質：20物質・20地点、
生物：20物質・9地点、大気：6物質・12地点）

目標期間終了時点の総括

○水環境中の放射性物質モニタリング調査等の実施により、汚染状況を的確
に把握し、情報を国民に提供した。
○洋上漂流物に係るシミュレーションについては、2013年10月までの予測結果
しか得られておらず、今後も引き続き北米大陸西海岸等への到達が見込まれ
るため、さらに長期の予測を行う必要がある。
○被災地での環境大気中のアスベスト濃度について、暫定基準値を99%以上
達成しており、また得られた結果を公表し、アスベストの飛散、ばく露防止対策
にフィードバックする等有効に活用されている。
○いくつかの物質・地点で、既往調査結果の濃度範囲を超る結果を得たことか
ら、H25年度調査は当該地点の周辺地点を追加する等して調査を実施すると
ともに、本調査3年間の結果を総括し国民に情報提供を行うことで、住民の不
安解消に努める必要がある。

・環境大気中のアスベスト濃度測定の結果については、厚生労働省と合同で開催している会議において結果の検証にあた
り意見をいただいた。
・洋上漂流物について、昨年度に引き続き専門家チームを編成し、漂流予測シミュレーションを実施。

環境省報道発表資料
http://www.env.go.jp/jishin/rmp.html#monitoring
http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/result_ae110712.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/result_ae110830.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14548
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15033
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16518

大気環境課
水環境課

海洋環境室
地下水・地盤環境室

環境安全課

作成責任者名

大森　豊緑
宮崎　正信
坂本　幸彦
木村　英雄
上田　康治

政策評価実施時期 平成25年6月
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